
 

   令和 ６年 ３月 ４日議決・専決      令和 ６年 ４月 １日施行 

 

 

   令和 ６年 ３月 ５日公布         令和  年  月  日適用 

 

 

   佐用町告示第   号 

 

   令和６年佐用町条例第１２号 

  

 

 

 

 

佐用町一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

佐用町一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

 

 

 

令和 ６年 ３月 ５日 

 

 

 

                   佐用町長  庵 逧 典 章 

 

 

 

 



佐用町条例第１２号 

 

佐用町一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 

 

佐用町一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例（平成24年佐用町条例第

46号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条の表佐用衛生公苑の項を削る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（佐用町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

２ 佐用町職員の特殊勤務手当に関する条例（平成17年佐用町条例第44号）の一部

を次のように改正する。 

第11条第２項中「及び衛生公苑」を削る。 

 


